
参考資料１ 

 (社)日本乳業協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋 

 

＜要望事項１＞ 

「乳製品」の定義について 

 現行乳等省令上の「乳製品」の定義については個別の製品について規定されているが、乳を原

材料とする食品は、製造技術の進展等により、別添１のとおり乳成分から構成される食品であり

ながら「乳製品」の定義に当てはまらない製品が製造されている実態があります。 

これらの食品は「乳製品」と表示できず、「乳等を主要原料とする食品」に分類されているため、

「乳製品（アイスクリーム、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く）を調合し、加工し、

又は乳成分のみで構成されるもの若しくはこれらからミネラル等微量成分を除去したもの」につい

ても「乳製品」の定義に含まれるようにしていただきたい。 

 

＜乳等省令の抜粋１＞ 

第２条 

  ≪略≫  

12 この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮

ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、

加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃

縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料

(無脂乳固形分 3.0％以上を含むものに限る。）及び乳飲料をいう。   
 ≪略≫ 

第７条 乳等は法第 19 条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するもの

にあつてはこの限りでない。 

２ 前項の表示は、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場

合は、当該包装）を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装

の見やすい場所に記載して行わなければならない。   

 三 乳製品  

  イ 種類別(チーズにあつてはナチユラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリ

ーム類にあつてはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別）並びにク

リーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイ

パウダー及び乳酸菌飲料にあつては乳製品である旨 

四 乳又は乳製品を主要原料とする食品  

 イ 名称又は商品名(乳酸菌飲料にあつてはその旨） 
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＜要望事項２＞ 

「成分調整牛乳」等の成分規格（比重および酸度）の見直しについて 

 成分調整牛乳の酸度並びに低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳の比重について、乳等省令に基づき

適正に処理したものを測定した結果及びこれらの数値から推定した結果、別添２のとおり同省令

の成分規格に適合しない実態があるので、成分調整牛乳の酸度について現行「0.18％以下」を

「0.21％以下」に、低脂肪牛乳の比重の上限について現行「1.036」を「1.039」に、無脂肪牛乳の比

重について現行「1.032－1.038」を「1.030－1.0531」に改めていただきたい。 

 

＜乳等省令の抜粋２＞ 
第２条   

  ≪略≫  

３ この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の

製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授

与を含む。以下同じ。）する牛の乳をいう。   

  ≪略≫  

８ この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除

去したものをいう。 

９ この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去した

もののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。 

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳

脂肪分を除去したものをいう。 

  ≪略≫ 
第３条 乳等に関し、法第９条第１項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第 11 条第

１項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第 13 条第２項(同条第４項及び第

14 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は

加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第 18条第１項に規定する器具若しく

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると

ころによる。 

別表 

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（二）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

（１）牛乳  

   １ 成分規格 

    無脂乳固形分 8.0％以上 

    乳脂肪分 3.0％以上 
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    比重（摂氏 15 度において） 

     ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 1.028～1.034 

     ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 1.028～1.036 

    酸度（乳酸として） 

     ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0.18％以下 

     ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0.20％以下 

    細菌数（標準平板培養法で１mL 当たり） 50,000 以下 

    大腸菌群 陰性  

   ２ 製造の方法の基準 

     保持式により摂氏 63 度で 30 分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌

効果を有する方法で加熱殺菌すること。  

   ３ 保存の方法の基準 

    ａ 殺菌後直ちに摂氏 10 度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能

品にあつては、この限りでない。 

    ｂ 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存すること。  

（２） ≪略≫ 

（３） ≪略≫  

（４）成分調整牛乳  

   １ 成分規格 

    無脂乳固形分 8.0％以上 

    酸度（乳酸として） 0.18％以下 

    細菌数（標準平板培養法で１mL 当たり） 50,000 以下 

    大腸菌群 陰性  

   ２ 製造及び保存の方法の基準 

     牛乳の例によること。  

（５）低脂肪牛乳  

   １ 成分規格 

    無脂乳固形分 8.0％以上 

    乳脂肪分 0.5％以上 1.5％以下 

    比重（摂氏 15 度において）1.030～1.036 

    酸度（乳酸として） 0.18％以下 

    細菌数（標準平板培養法で１mL 当たり） 50,000 以下 

    大腸菌群 陰性  

   ２ 製造及び保存の方法の基準 

    牛乳の例によること。 
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（６）無脂肪牛乳  

   １ 成分規格 

    無脂乳固形分 8.0％以上 

    乳脂肪分 0.5％未満 

    比重（摂氏 15 度において） 1.032～1.038 

    酸度（乳酸として） 0.18％以下 

    細菌数（標準平板培養法で１mL 当たり） 50,000 以下 

    大腸菌群 陰性  

   ２ 製造及び保存の方法の基準 

    牛乳の例によること。 
  ≪以下略≫ 
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＜要望事項３＞ 

 「脱脂濃縮乳」のたんぱく質量調整について 

 脱脂粉乳については、たんぱく質量の調整のため乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛

乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものの使用が認められているが、脱脂

濃縮乳についてはそれらの使用が認められていません。 

流通形態の変化から脱脂粉乳の乾燥前の形態である脱脂濃縮乳の流通が増えてきており、脱

脂粉乳同様、たんぱく質量の調整が必要となってきていることから、脱脂濃縮乳に乳糖及び生乳、

牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものによる

たんぱく質量の調整を認めていただきたい。 

 

＜乳等省令の抜粋３＞ 

第２条 

  ≪略≫ 

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去

したものを濃縮したものをいう。 

  ≪略≫  

31 この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去した

ものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

  ≪略≫ 

第３条 乳等に関し、法第９条第１項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第 11 条第

１項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第 13 条第２項(同条第４項及び第

14 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は

加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第 18条第１項に規定する器具若しく

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると

ころによる。 

別表 

一  ≪略≫ 

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 

（５）無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳並びに

加糖粉乳にあつては他物（次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で

同表下欄に定める量を超えずに使用されるもの並びに加糖練乳乳、加糖脱脂練乳又

は加糖粉乳に使用されるしよ糖並びに脱脂粉乳中のたんぱく質量の調整のために

使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪

牛乳からろ過により得られたものを除く。）を使用しないこと。ただし、その種類

並びに混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けた添加物については、この限りで
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ない。 

  ≪略≫ 
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＜要望事項４＞ 

乳飲料の成分規格に乳固形分の規定を設けることについて 

 乳飲料については成分規格として乳固形分の規定はないが、清涼飲料水と区別する必要から

乳固形分 3％以上のものを乳飲料として取り扱っている実態があるのでこれを乳等省令で明確に

規定していただきたい。 

 

＜乳等省令の抜粋４＞ 

第２条 

  ≪略≫ 

40 この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料と

して製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第２項から第 11 項まで及び第 13 項

から前項までに掲げるもの以外のものをいう。 

≪第２項から第１１項まで及び第１３項から第３９項までは以下の通り≫ 

２ この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。   

３ この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加

工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）する牛の

乳をいう。 

４ この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であつて特別牛乳として販売するものをいう。 

５ この省令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。 

６ この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。 

７ この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。 

８ この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをい

う。 

９ この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無

脂肪牛乳以外のものをいう。 

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去し

たものをいう。 

11 この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食

品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう。 

13 この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したも

のをいう。 

14 この省令において「バター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをい

う。 

15 この省令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成

分を除去したものをいう。 

16 この省令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう。 

 7



17 この省令において「ナチユラルチーズ」とは、次のものをいう。 

 (1)乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。）、クリーム又

はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固さ

せた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの 

(2)前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造

したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの   

18 この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの

をいう。 

19 この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてで

きた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。 

20 この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又

は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分 3.0％以上を含むもの(発酵乳を除く。）を

いう。 

21 この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売す

るものをいう。 

22 この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するも

のをいう。 

23 この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するも

のをいう。 

24 この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。 

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮

したものをいう。 

26 この省令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。 

27 この省令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの

をいう。 

28 この省令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えて濃縮したものをいう。 

29 この省令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ

糖を加えて濃縮したものをいう。 

30 この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉

末状にしたものをいう。 

31 この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとん

どすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 

32 この省令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去

したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 

33 この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加え

てできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 
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34 この省令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若

しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にした

ものをいう。 

35 この省令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、

粉末状にしたものをいう。 

36 この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えてほとんどすべての水

分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ糖を加えたものをいう。 

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した

食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。 

38 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵

母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。 

39 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要

原料とした飲料(発酵乳を除く。）をいう。   

≪略≫ 

第３条 乳等に関し、法第９条第１項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第 11 条第

１項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第 13 条第２項(同条第４項及び第

14 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は

加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第 18条第１項に規定する器具若しく

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると

ころによる。 

別表 

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 

（25）乳飲料  

   １ 成分規格 

    細菌数（標準平板培養法で１mL 当たり） 30,000 以下 

    大腸菌群 陰性  

   ２ 製造の方法の基準 

     原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂氏 62 度で 30 分間加熱

殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。  

   ３ 保存の方法の基準 

     保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏 120 度で４分間加熱殺菌する方法又はこ

れと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例

によること。 
  ≪略≫ 
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＜要望事項５＞  

乳幼児のための調製液状乳について 

 乳幼児のための食品として、乳等省令では調製粉乳が規定されているが、消費者の利便を考

慮して調製粉乳と同様に調製液状乳の規定を設けていただきたい。 

 この場合、保存の方法の基準として１０℃以下で流通するものと、常温で流通するものを認めて

いただきたい。 

 

＜乳等省令の抜粋５＞ 

第２条 

  ≪略≫ 

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料

として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え

粉末状にしたものをいう。  

  ≪略≫  

第３条 乳等に関し、法第９条第１項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第 11 条第

１項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第 13 条第２項(同条第４項及び第

14 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は

加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第 18条第１項に規定する器具若しく

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると

ころによる。 

別表 

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 

  ≪略≫ 

（22）調製粉乳  

   成分規格 

    乳固形分 50.0％以上 

    水分 5.0％以下 

    細菌数（標準平板培養法で１g 当たり） 50,000 以下 

    大腸菌群 陰性 

  ≪略≫ 

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 

  ≪略≫ 

（６）調製粉乳にあつては乳（生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。）又は乳製

品のほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの

以外のものを使用しないこと。 
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  ≪略≫ 

以上 
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